
資料３

令和４年度末までのスケジュール及び令和５年度
以降の進め方



１. 令和４年度末までのスジュール

2



3

標準仕様書（1.1版）をデジタル庁へ共有し、領域間の調整等を図った後、3月末に公表を予定しています。

１. 令和４年度末までのスケジュール

ワーキン
グチーム
／

ベンダー
分科会

以下について報告・質疑
◼ 意見照会結果の報告
◼ これまでの検討を踏まえた最終的な標
準仕様書(案）

◼ 令和5年度の進め方（残課題の確
認含む）

研究会（第3回）

2023年2月27日（本日）

機能要件

帳票要件

業務フロー

標準仕様書
（改版）

案

自治体意見照会

ベンダー意見照会

2023年1月10日～1月27日

必要に応じ、自治体やベンダーへ
追加の確認等を実施
（書面確認をメインに想定）

機能要件

帳票要件

業務フロー

令和5年度の
進め方

最終
とりまとめ

2023年3月末

標準仕様書
（改版）

意見照会結果の反映

追加確認結果の反映

国民年金
システム
標準化
研究会
（親会）

【今後の予定】
（～２月末）
✓ 研究会で決定した段階で、標準仕様書（改版）を
デジタル庁に共有

（３月～）
✓ 指定都市要件の反映（デジタル庁より受領次第）
✓ デジタル庁確認結果（※）の反映
※領域間及び共通機能やデータ要件・連携要件と
の整合



2. 令和５年度以降の進め方
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標準仕様書（第1.1版）には取り込まないこととした検討事項は申し送り事項とし、令和５年度以降、引き続き検討を進めます。

（令和5年度国民年金システム標準化調査研究事業として実施することを想定しています。）

令和５年度以降の検討課題（申し送り事項）

2. 令和５年度以降の進め方

区分 検討事項（案）

業務フロー／機能要件 ① 年金機構システムとの連携 • 年金機構が管理する情報の国民年金システムにおける取り扱い
（登録対象情報（処理結果一覧表等）の整理統合、政府全体のデジタル化方
針を踏まえた情報連携のあり方の検討）ー中長期的課題ー

全般（本紙／ツリー・フ
ロー／機能要件／帳票
要件／帳票詳細要件
／帳票レイアウト）

② 基幹業務共通機能仕様 • すべての標準化対象事務に共通する機能に関する仕様（書）については、デジタル
庁が主体となって検討を進めており、市町村基幹業務の標準仕様書は、共通機能
に対応した仕様となっているか確認し、整合性を取る必要があります。令和5年度は
これらの共通機能仕様書(※)と標準仕様書（1.1版）との整合性について確認を
行い、標準仕様書に必要な見直しを行います。

※共通機能仕様書等
地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書
地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書
標準仕様書間の横並び調整方針
指定都市要件見直し結果（成案）

③ その他 • 標準仕様書の精度向上のための各種検討
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（参考）標準化業務全体のスケジュール

2021年度

（令和３年度）

2022年度

（令和４年度）

2023年度

（令和５年度）

2024年度

（令和６年度）

2025年度

（令和７年度）

（２）地方の情報シス
テムの刷新

①地方公共団体情報シ
ステム標準化基本方針の
策定等
②標準化基準における共
通事項の策定等
③制度所管府省庁によ
る標準化基準の策定

ガバメントクラウドの提供

標準準拠システムの開発

④統一・標準化を進める
ための支援
・ガバメントクラウドを活用
した標準準拠システムへ
の移行

第６ デジタル社会の実現に向けた施策

※ 取組においては地方公共団体の意見を丁寧に聴いて進める。

ガバメントクラウド利用地方公共団体 順次拡大

標準準拠システムへの移行（※）
（地方公共団体はガバメントクラウドを活用し、標準準拠システムを利用）

先行事業の実施

PMO支援ツールの作成 ＰＭＯ支援ツールの提供

アプリケーション提供事業者が標準準拠システムを順次開発

ガバメントクラウド提供
地方公共団体の基幹業務システム
のガバメントクラウド利用に関する

責任分界の基準の作成

標準仕様書策定・調整
（データ要件・連携要件等、
20業務の機能要件）

データ要件・連携要件の
適合性確認ツールの作成

基本方針の
作成

制度改正等を踏まえた、標準仕様書の改定

データ要件・連携要件の適合性確認ツールの提供

制度改正等を踏まえた、基本方針の変更

出典：令和4年6月「デジタル社会の実現に向けた重点計画＜工程表＞」
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